
（証券コード6655）
2025年５月29日

（電子提供措置の開始日2025年５月28日）
株　主　各　位

愛知県春日井市味美町二丁目156番地

代表取締役 松 尾 昇 光

　

■当社ウェブサイト
https://www.toyo-elec.co.jp/

　

■名古屋証券取引所ウェブサイト（上場銘柄情報　上場会社検索）
https://www.nse.or.jp/listing/search/

第86期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第86期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
上げます。
　本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記
の各ウェブサイトに「第86期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を
掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認ください
ますようお願い申し上げます。

（上記当社ウェブサイトにアクセスいただき、「ＩＲ情報」「お知らせ」を順に選択
いただき、ご確認ください。）

（上記の名古屋証券取引所ウェブサイトにアクセスいただき、「証券コード」に当社
証券コード「6655」または「銘柄名（会社名）」に「東洋電機」を入力・検索し、
「適時開示情報」を選択して、「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認く
ださい。）

　なお、当日ご出席されない場合には、書面により議決権を行使することができます
ので、お手数ながら電子提供措置事項に記載の株主総会参考書類をご検討のうえ、同
封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025年６月19日（木
曜日）午後５時15分までに到着するようご送付をいただきたくお願い申し上げま
す。

敬　具

－ 1 －



１．日 時 2025年６月20日（金曜日）午前10時
２．場 所 愛知県春日井市味美町二丁目156番地

当社本社２階会議室
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第86期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報

告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査
等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第86期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書
類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）３名選任の件
第３号議案 監査等委員３名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員１名選任の件

 

記

４．招集にあたっての決定事項
　ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場
合は、会社提案に賛の表示があったものとして取り扱わせていただきます。

以　上

◎当日は、ノーネクタイ（クールビズ）スタイルにて対応させていただきます。ご出
席の株主の皆様におかれましても軽装にてご来場いただきますようお願い申し上げ
ます。

◎株主の皆様に当社をより深くご理解いただくため、本株主総会終了後に開発状況及
び製品説明会を開催する予定です。

◎電子提供制度が導入され、株主総会資料等の書面送付は省略することができます
が、今回は書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した
書面として本株主総会招集ご通知をお送りしております。なお、お送りする書面に
は、法令および当社定款第15条第2項の規定に基づき、次の事項を記載しておりま
せん。従いまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類および計算書
類は、監査報告を作成するに際し、監査等委員および会計監査人が監査した書類の
一部であります。
（1）事業報告の「業務の適正を確保するための体制」および「業務の適正を確保

するための体制の運用状況の概要」
（2）連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
（3）計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイト
において、その旨、修正前および修正後の事項を掲載させていただきます。
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
　当社は、剰余金の処分につきまして、株主の皆様に対する安定的配当を実施するこ
とを基本方針とし、また財務体質の強化を図りながら将来の事業展開に備えるため、
内部留保の充実にも努めております。
　当社は本年9月をもちまして創業80周年を迎えることになります。これもひとえに
株主の皆様をはじめ、関係各位の温かいご支援の賜物と、心より厚く御礼申し上げま
す。
　当期の期末配当につきましては、これまでご支援いただきました株主の皆様への感
謝の意を表し、次の通り1株につき普通配当10円に創業80周年記念配当2円を加え、
12円とさせていただきたいと存じます。

(1) 配当財産の種類
　金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
　当社普通株式１株につき12円（うち創業80周年記念配当2円）
　配当総額50,467,584円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
　2025年６月23日といたしたいと存じます。
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 候補者の有する

当 社 株 式 の 数

１

ま つ お
松　　尾　　

し ょ う こ う
昇　　光

(1973年１月24日生)

（再任）

    1998年    4 月 日東工業株式会社入社
    2001年    4 月 当社入社
    2009年    12月 当社管理本部経理部長
    2010年    6 月 当社取締役管理本部経理部長
    2011年    11月 当社取締役事業本部長付
    2012年    2 月 当社常務取締役
    2012年    6 月 当社代表取締役社長
    2018年    6 月 当社代表取締役 社長執行役員
    2020年    6 月 当社代表取締役 社長執行役員

経営管理本部担当・ＳＤＧｓ
推進室長

    2021年    6 月 当社代表取締役 社長執行役員
ＳＤＧｓ推進室長（現任）

156,848株

（重要な兼職の状況）
東洋樹脂株式会社 取締役会長
南京華洋電気有限公司 董事

【取締役候補者とした理由】
　松尾昇光氏は、代表取締役として経営ビジョンの策定、経営戦略の立案および遂行に
おいてリーダーシップを発揮しております。取締役として求められる高い倫理観、的確
な判断力と理解力に加え、当社の持続的な成長と企業価値の向上を促進するために必要
な経験および見識を有しているため、引き続き取締役候補者といたしました。

第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）３名選任の件
　取締役（監査等委員であるものを除く。）全員（３名）は、本総会の終結の時をも
って任期満了となりますので、取締役（監査等委員であるものを除く。）３名の選任
をお願いいたしたいと存じます。
　取締役（監査等委員であるものを除く。）の候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 候補者の有する

当 社 株 式 の 数

２

い ざ わ
井　　澤　　　　　

ひろし
宏

(1967年４月24日生)

（再任）

    1990年    4 月 ＣＫＤ株式会社入社
    2007年    11月 当社入社機器事業部製造部長
    2017年    1 月 当社機器事業部副事業部長
    2017年    4 月 当社機器事業部長
    2017年    6 月 当社取締役機器事業部長
    2018年    6 月 当社執行役員機器事業部長
    2019年    6 月 当社執行役員

エンジニアリング事業部長
    2020年    4 月 当社常務執行役員

エンジニアリング事業部長
兼デバイスソリューション事
業部長

    2020年    6 月 当社取締役常務執行役員 事業
部担当
エンジニアリング事業部長
兼デバイスソリューション事
業部長

    2020年    10月 当社取締役常務執行役員 事業
部担当

    2021年    4 月 当社取締役常務執行役員 事業
部担当
変圧器事業部長

    2023年    4 月 当社取締役常務執行役員
事業部・海外関係会社担当
エンジニアリング事業部長

2025年    4 月 当社取締役常務執行役員
事業部・海外関係会社担当
変圧器事業部長
（現任）

21,833株

（重要な兼職の状況）
南京華洋電気有限公司 董事長

【取締役候補者とした理由】
　井澤宏氏は、当社入社以来、事業部長を歴任し、経営戦略を統括・実行してきまし
た。当社取締役就任後は、その豊富な知見を活かし当社経営に対して適切な発言・監督
を行っています。当社の持続的な成長と企業価値の向上を促進するために必要な経験お
よび見識を有しているため、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 候補者の有する

当 社 株 式 の 数

３

か が
加　　賀　　

よ し た か
美　　孝

（1964年12月19日生）

（再任）

    1988年    4 月 商工組合中央金庫（現株式会
社商工組合中央金庫）入庫

    2014年    3 月 同金庫名古屋審査室長
    2016年    7 月 同金庫東大阪支店長
    2018年    8 月 同金庫浜松支店長
    2020年    4 月 当社出向取締役専務執行役員付
    2020年    6 月 当社経営管理本部長
    2020年    10月 当社入社執行役員経営管理本部長
    2021年    4 月 当社執行役員経営管理本部長

兼企画部長
    2021年    6 月 当社取締役常務執行役員 経営

管理本部長兼企画部長
    2022年    4 月 当社取締役常務執行役員

本社管理部門・国内関係会社
担当（現任）

12,744株

（重要な兼職の状況）
東洋樹脂株式会社 取締役
アドヴァンコーティング株式会社 取締役
南京華洋電気有限公司 董事

【取締役候補者とした理由】
　加賀美孝氏は、前職での豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社入社以来、
その豊富な知見を活かし当社経営に対して適切な発言・監督を行っております。当社の
持続的な成長と企業価値の向上を促進するために必要な経験および見識を有しているた
め、引き続き取締役候補者といたしました。

（注）１. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と

の間で締結し、被保険者が会社の職務の執行に関して負担することとなる損害の損
害賠償責任または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当
該保険により填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者
に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定してお
ります。
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 候補者の有する

当 社 株 式 の 数

１

す が
　菅　　　

ゆ き ひ こ
幸　　彦

(1964年８月20日生)

（新任）

    1987年    3 月 当社入社
    2013年    6 月 当社管理本部長付

（Thai Toyo Electric Co.,Ltd.出
向）

    2018年    4 月 当社市場開拓部長
    2018年    6 月 当社執行役員市場開拓室長
    2019年    4 月 当社執行役員機器事業部長
    2021年    4 月 当社執行役員R&Dセンター室

長
    2021年    6 月 当社R&Dセンター室長
    2025年    4 月 当社社長付

　　　　　　 （現在に至る）

5,738株

【取締役監査等委員候補者とした理由】
　菅幸彦氏は、当社入社以来、市場開拓部長、機器事業部長として現場における豊富な
経験と幅広い見識を有しており、またThai Toyo Electric Co.,Ltd.社長として海外事
業の経験も豊富に有しております。当社の会社状況に精通していることから、取締役監
査等委員として職務を適切に遂行していただけるものと判断し、取締役監査等委員候補
者といたしました。

第３号議案 監査等委員３名選任の件
　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会の終結の時をもって任期満了とな
りますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 候補者の有する
当社株式の数

２

く ず や
葛　　谷　　

ま さ ひ ろ
昌　　浩

(1962年11月13日生)

（再任）

    1991年    1 月 青山監査法人（現ＰｗＣあら
た有限責任監査法人）入社

    1995年    12月 同社退職
    1996年    3 月 公認会計士葛谷昌浩事務所開

設
同事務所所長（現任）

    1996年    4 月 公認会計士登録
    1996年    5 月 税理士登録
    2011年    6 月 当社監査役
    2015年    6 月 当社取締役・監査等委員（現

任）
2021年３月 シンクレイヤ株式会社
　　　　　　　社外取締役・監査等委員（現

任）

4,500株

【社外取締役監査等委員候補者とした理由および期待される役割等】
　葛谷昌浩氏は、過去に社外取締役または社外監査役になること以外の方法で会社の経
営に関与した経験はありませんが、公認会計士として財務および会計に関する豊富な専
門知識・経験を備えており、当社における監査機能の強化に大きく貢献しております。
今後、引き続き当社の監査体制のさらなる強化に向けた提言および発言していただくこ
とにより企業価値の向上が期待されることから、引き続き社外取締役監査等委員候補者
としました。
　葛谷昌浩氏の監査等委員である社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって８年
となります。
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 候補者の有する

当 社 株 式 の 数

３

い の う え
井　　上　　

ま こ と
　誠　

(1967年９月５日生)

（再任）

    2007年    9 月 弁護士登録
    2007年    9 月 宇都木法律事務所勤務
    2010年    3 月 同所退所
    2010年    4 月 高木･井上法律事務所パートナ

ー弁護士
    2012年    4 月 外堀通り法律事務所（事務所

名称変更）
同事務所弁護士（現任）

    2019年    6 月 当社取締役・監査等委員
　　　　　　 （現在に至る）

2,500株

【社外取締役監査等委員候補者とした理由および期待される役割等】
井上誠氏は、過去に社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与した経験はあ
りませんが、弁護士として企業法務に関する幅広い知識を有しており、当社における監
査機能の強化に大きく貢献しております。今後、引き続き当社の監査体制のさらなる強
化に向けた提言および発言していただくことにより企業価値の向上が期待されることか
ら、引き続き社外取締役監査等委員候補者としました。
井上誠氏の監査等委員である社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって６年とな
ります。

（注）１．監査等委員である各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありませ
ん。

２．葛谷昌浩氏および井上誠氏は、社外取締役候補者であります。
３．葛谷昌浩氏につきましては会計、井上誠氏につきましては法務に関する豊富な知識

を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただける
ものと判断し、選任をお願いするものであります。

４．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の職
務の執行に関して負担することとなる損害の損害賠償責任または当該責任の追及に
係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険により填補することとしてお
ります。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。ま
た、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

５．葛谷昌浩氏および井上誠氏につきましては、名古屋証券取引所規則に定める独立役
員として同取引所に届け出ております。
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候
補
者
番
号

氏

名

専門性と経験
　
企
業
経
営

　
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
Ｅ
Ｓ
Ｇ

　
財
務
・
会
計

　
人
事
・
労
務

　
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
法
務

　
研
究
・
開
発

　
生
産
・
品
質

　
営
業
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

　
海
外
営
業

取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

1 松尾　昇光 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 井澤　　宏 ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 加賀　美孝 ○ ○ ○ ○ ○

監査等委員候補者

１ 菅　　幸彦 ○ ○ ○ ○

２ 葛谷　昌浩 ○ ○

３ 井上　　誠 ○ ○

【参考】取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者および監査等委員候補者の
専門性と経験（スキルマトリックス）
　取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者および監査等委員候補者の専門性
と経験は次のとおりです。

（注）上記一覧表は、取締役の有するすべての知見・経験を表すものではありません。
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氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 候 補 者 の 有 す る

当 社 株 式 の 数

はら
原　　　　　

た け ゆ き
武　　之

（1977年３月26日生）

    2003年    10月 森・濱田松本法律事務所入所
（第二東京弁護士会）

    2006年    9 月 同所退所
    2006年    10月 川上法律事務所（現 オリンピ

ア法律事務所）に移籍独立
（愛知県弁護士会）

    2017年    2 月 オリンピア法律事務所設立
（愛知県弁護士会）
同事務所弁護士（現任）

―株

【補欠の社外取締役監査等委員候補者とした理由および期待される役割等】
　原武之氏は、過去に社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与した経験はあり
ませんが、弁護士として企業法務に関する幅広い知識を有しており、その知識を持って当社
の経営に対し、幅広い視点からの助言や、業務執行に対する適切な監督およびガバナンス体
制の強化に期待したためであり、監査等委員としての職務を適切に遂行していただけると判
断しております。

第４号議案 補欠の監査等委員１名選任の件
　現在の補欠の監査等委員選任の効力は、本総会開始の時までとなっておりますの
で、改めて、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠
の監査等委員１名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　補欠の監査等委員の候補者は、次のとおりであります。

（注）１. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 候補者は、補欠の監査等委員候補者（社外取締役）であります。
３. 候補者は、当社と顧問弁護士契約を締結しておりますが、その報酬額は僅少であ

り、独立性を損なうものではありません。
４. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の職

務の執行に関して負担することとなる損害の損害賠償責任または当該責任の追及に
係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険により填補することとしてお
ります。原武之氏が、監査等委員に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者
に含められることとなります。

５. 原武之氏は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同
氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、当社は同氏を独立役員として同
取引所に届け出る予定であります。
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事　 業　 報　 告

(2024年４月 1 日から
2025年３月31日まで)

１. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過およびその成果

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、経済活動の正常化が進む中、雇用・
所得環境の改善やインバウンド需要の増加などにより、緩やかな回復傾向で推移
しました。しかしながら、ウクライナや中東情勢などの地政学的リスクの長期
化、エネルギー価格や為替の変動、米国経済政策の不確実性の高まりがみられる
など、依然として先行き不透明な状況が続いております。
　当社グループの主な関連業界である電気機器業界におきましては、カーボンニ
ュートラルの実現や省力化などの課題解決を目的とした設備投資が堅調に推移し
ております。
　このような状況のもと、当社グループは、営業支援ツールを活用した効率的な
営業活動を行い、ＤＸを意識した業務効率改善を進め、次世代に繋がる技術開発
や、ベテラン社員が保有する技術を継承するために技術継承の見える化を推進
し、サステナビリティに対する意識を高め、持続可能な社会に貢献するための製
品開発に努めております。
　当連結会計年度の経営成績につきましては、前連結会計年度に比べ国内制御装
置関連事業、樹脂関連事業は増収となり、海外制御装置関連事業においては減収
となりました。当社グループ全体の利益面では、原価率の抑制に努めましたが、
固定費の増加等により、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益
は減益となりました。
　その結果、売上高は9,348百万円（前連結会計年度比5.9％増）、営業利益は
292百万円（前連結会計年度比22.8％減）、経常利益は348百万円（前連結会計
年度比19.9％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は281百万円（前連結会計
年度比37.8％減）となりました。
　なお、当連結会計年度の為替レートは、中国人民元が21.53円（前連結会計年
度は19.86円）、タイバーツが4.57円（同　4.10円）と、前連結会計年度に比
べ中国人民元に対し1.67円安、タイバーツに対し0.47円安で推移いたしまし
た。
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　各セグメントの経営成績は、以下のとおりであります。
＜国内制御装置関連事業（当社、アドヴァンコーティング株式会社）＞
　国内制御装置関連事業の売上高は7,713百万円（前連結会計年度比464百万円
増、6.4％増）となり、セグメント利益は318百万円（前連結会計年度比64百万
円減、16.9％減）となりました。なお、部門別内容は以下のとおりでありま
す。
エンジニアリング部門の売上高につきましては、
・搬送制御装置分野、監視制御装置分野、配電盤の分野における大型案件の売上

増により、増加しました。
これらの結果、当部門の売上高は2,691百万円（前連結会計年度比748百万円
増、38.5％増）となりました。

機器部門の売上高につきましては、
・センサ分野における価格競争の激化と市場ニーズの変化などにより減少しまし

た。
これらの結果、当部門の売上高は2,121百万円（前連結会計年度比386百万円
減、15.4％減）となりました。

変圧器部門の売上高につきましては、
・データセンター向けや再生可能エネルギー関連の設備投資が堅調に推移したこ

とにより、増加しました。
これらの結果、当部門の売上高は2,900百万円（前連結会計年度比102百万円
増、3.7％増）となりました。

＜海外制御装置関連事業（南京華洋電気有限公司、Thai Toyo Electric 
Co.,Ltd.）＞
　海外制御装置関連事業の売上高につきましては、中国経済の低迷に影響を受け
た南京華洋電気有限公司が売上高と利益面を押し下げ、897百万円（前連結会計
年度比21百万円減、2.4％減）となり、セグメント利益は6百万円（前連結会計
年度比54百万円減、90.0％減）となりました。

＜樹脂関連事業（東洋樹脂株式会社）＞
　樹脂関連事業の売上高につきましては、事務機器関連向け製品の受注が好調で
あったことにより、736百万円（前連結会計年度比76百万円増、11.6％増）と
なり、セグメント利益は25百万円（前連結会計年度比1百万円増、5.4％増）と
なりました。
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・含浸設備 ： 15百万円（当社春日井工場）
・マイクロスコープ ： 6百万円（当社神屋工場）

・スーパーミキサー ： 23百万円（子会社東洋樹脂株式会社）

(2) 設備投資の状況
　当連結会計年度における当社グループの設備投資は、主に老朽化等に伴う設備
の更新を実施いたしました。
　その結果、当社グループにおける設備投資総額は182百万円となりました。
＜国内制御装置関連事業＞
　国内制御装置関連事業における設備投資額は70百万円となり、主な設備投資
内容は以下のとおりであります。

＜海外制御装置関連事業＞
　海外制御装置関連事業における設備投資額は30百万円となり、主に生産設備
の更新を実施いたしました。

＜樹脂関連事業＞
　樹脂関連事業における設備投資額は81百万円となり、主な設備投資内容は以
下のとおりであります。

(3) 資金調達の状況
　当社グループにおける設備投資の所要資金につきましては、自己資金および借
入金で賄っております。
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(4) 対処すべき課題
　当社グループは、第二次中期３年経営計画の初年度を終了いたしました。原材
料価格・外注費及び労務費等の高騰により厳しい環境下ではありましたが、生産
性向上と成長性分野への資源集中に注力し、収益確保に努めてまいりました。地
政学的リスクに加え、米国の経済政策の不透明性など経済環境は大きく変化して
おり、経営環境は一層厳しい状況が想定されますが、品質の向上による付加価値
を高めることに注力しその上で適正な価格転嫁を進め、売上確保に努めてまいり
ます。
　2025年度は、第二次中期３年経営計画の2年目にあたります。経営ビジョン
をしっかりと持って、省人化・省力化に向けたＤＸソリューションなどのニーズ
を取り込み積極的に提案し、受注活動に努めてまいります。そのために、以下の
施策に優先的に取り組んでまいります。
　そのために、以下の施策に優先的に取り組んでまいります。

① ＳＤＧｓの推進
　持続可能な社会創りに全社をあげて参画意識を高め、環境に優しい製品作
りを通じて社会貢献をしていくことに注力してまいります。そのために、Ｓ
ＤＧｓ推進室の下、社員の思いと社会の思い、更に経営者の思いを融合させ
て、全員参加で策定した中期３年経営計画を断行してまいります。

② 適正な金額の受注・売上の確保
　広範囲かつ継続的な部品・原材料価格の高騰に伴う製造原価の上昇を反映
した、適正な金額と根拠について誠意をもって顧客に説明し、受注・売上に
繋げていくことを目指してまいります。そのためコア技術を磨き、一層の競
争優位性を確保することに努めてまいります。また、事業戦略に合致した製
品の投入、海外・国内成長市場への新規・深耕開拓、在外子会社（南京華洋
電気有限公司、Thai Toyo Electric Co.,Ltd.）との連携強化に努めてまいり
ます。

③ 部品・原材料調達の安定化
　部材の長納期化は緩和されたものの、世界情勢の不安定化、エネルギーや
原材料などの資源価格の高騰や円安の著しい進行により、収束するには、ま
だまだ時間を要する見通しです。そのため、部品や原材料の調達ルートの多
様化、代替部材への変更等の検討を実施し、製品作りに支障が出ないように
対応してまいります。
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④ 生産性向上と働き方改革
　各製品に適した生産技術のレベルアップにより全社規模での生産性向上を
目指してまいります。また、時間あたりの生産性に対する意識向上を図り、
働き方改革の推進と経営体質の強化に努めてまいります。

⑤ 技術と開発
　コア技術製品の競争力強化や次世代に繋がる技術・製品開発の推進、戦略
的な知的財産マネジメント、産学連携を中心としたオープンイノベーション
の活用による新製品のリードタイム短縮により全社的な技術レベルの向上に
努めてまいります。

⑥ 人財育成と環境改善
　女性活躍・ダイバーシティの取り組み推進により働き甲斐ある職場環境を
整備してまいります。技術継承を効率的かつ確実に実施するため「技術継承
の見える化」を形にしていくことに拘り、それを活用し、将来を担う人財育
成に活用してまいります。内部統制システムやリスク管理体制を充実し、コ
ーポレートガバナンスとコンプライアンスの徹底、法令遵守の労務管理と安
全衛生活動の啓蒙を進めてまいります。

⑦ その他の取り組み
　自然災害や感染症の拡大（パンデミック）等の緊急事態に備え、事業継続
計画（ＢＣＰ）に基づき、事業継続マネジメント（ＢＣＭ）に引き続き取り
組んでまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますよう
お願い申し上げます。
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期　　別

区　　分

第　83　期
(2021年４月 1 日から
2022年３月31日まで)

第　84　期
(2022年４月 1 日から
2023年３月31日まで)

第　85　期
(2023年４月 1 日から
2024年３月31日まで)

第　86　期
(当連結会計年度)

(2024年４月 1 日から
2025年３月31日まで)

売 上 高(千円) 7,703,313 7,566,770 8,829,133 9,348,394

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 ( △ )(千円) 184,663 △4,035 434,794 348,124

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当期純利益又は当期純損失(△) (千円) 82,884 △280,805 452,975 281,887

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△) (円) 19.49 △65.91 106.25 67.12

総 資 産(千円) 9,635,511 10,045,986 10,855,127 10,814,765

純 資 産(千円) 5,875,239 5,606,448 6,057,291 6,345,544

１株当たり純資産額 (円) 1,351.96 1,286.75 1,416.65 1,476.52

(5) 財産および損益の状況の推移
① 企業集団の財産および損益の状況

（注）１. 第83期は、電子部品等の調達難により売上は減少しました。利益面では、経常利益、親会
社株主に帰属する当期純利益、１株当たり当期純利益も前期に比べ減少しました。また第
83期より、「収益認識に関する会計基準」等を適用しており、当該会計基準等を適用した
後の数値となっております。

２. 第84期は、国内制御装置関連事業のエンジニアリング部門と樹脂関連事業の減収により売
上は減少しました。利益面では、原材料価格やエネルギー価格などの高騰を受け、間接経
費の削減に努めたものの経常損失となりました。

３. 第85期は、国内制御装置関連事業、海外制御装置関連事業および樹脂関連事業の全ての事
業において増収となりました。利益面では、販売価格の適正化や原価率の抑制に努めたこ
と、また生産性を意識した業務改善活動を継続的に行った結果、販管費率の改善などによ
り、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は増益となりました。

４. 第86期（当連結会計年度）につきましては、前記「(1) 事業の経過およびその成果」に記
載のとおりであります。

５．在外子会社南京華洋電気有限公司における不動産収入とその原価を当連結会計年度より
「売上高」及び「売上原価」に含めて表示する方法に変更しております。この結果、第85
期の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「受取賃貸料」35,762千
円は「売上高」35,762千円として組み替えております。
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期　　別

区　　分

第　83　期
(2021年４月 1 日から
2022年３月31日まで)

第　84　期
(2022年４月 1 日から
2023年３月31日まで)

第　85　期
(2023年４月 1 日から
2024年３月31日まで)

第86期(当期)
(2024年４月 1 日から
2025年３月31日まで)

売 上 高(千円) 5,886,744 5,883,325 6,910,170 7,714,715

経 常 利 益(千円) 224,485 111,835 373,163 358,734

当 期 純 利 益 又 は
当期純損失（△）(千円) 148,661 △146,139 389,533 468,602

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） (円) 34.96 △34.30 91.37 111.58

総 資 産(千円) 8,300,508 8,799,337 9,379,930 9,305,763

純 資 産(千円) 5,033,907 4,843,349 5,168,998 5,540,353

１株当たり純資産額 (円) 1,183.21 1,136.08 1,234.81 1,317.37

② 当社の財産および損益の状況

(注) 第83期より、「収益認識に関する会計基準」等を適用しており、当該会計基準等を適用
した後の数値となっております。

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

東 洋 樹 脂 株 式 会 社 196,000千円 100.0％ 再生・機能性樹脂ペレットの製
造・販売

アドヴァンコーティング株式会社 1,000千円 100.0％ プラスチックおよび金属部品の
粉体塗装および溶剤塗装と組立

南 京 華 洋 電 気 有 限 公 司 30,980千人民元 81.6％ 監視制御装置、配電盤、センサ
の製造・販売

Thai Toyo Electric Co.,Ltd. 102,000千バーツ 99.9％ センサ等の製造・販売

(6) 重要な親会社および子会社の状況
① 重要な親会社の状況

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

(注) 特定完全子会社に該当する子会社はありません。
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事 業 事 業 の 内 容

国 内 制 御 装 置 関 連 事 業 監視制御装置、配電盤、変圧器、センサおよび表示器の製
造・販売

海 外 制 御 装 置 関 連 事 業 監視制御装置、配電盤およびセンサの製造・販売

樹 脂 関 連 事 業 再生・機能性樹脂ペレットの製造・販売

(7) 主要な事業内容

本社および春日井工場 愛知県春日井市味美町

神屋工場 愛知県春日井市神屋町

神屋第二工場 愛知県春日井市神屋町

味美工場 愛知県春日井市味美町

営　業　所　東京営業所

名古屋営業所

大阪営業所

東京都千代田区

愛知県春日井市

大阪市中央区

(8) 主要な営業所および工場
【当社】

【東洋樹脂株式会社】
本社および工場 愛知県小牧市

【アドヴァンコーティング株式会社】
本社および工場 愛知県豊明市

【南京華洋電気有限公司】
本社および工場 中華人民共和国江蘇省南京市

【Thai Toyo Electric Co.,Ltd.】
本社および工場 タイ王国チョンブリー県
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事 業 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

国内制御装置関連事業 215名 ６名増

海外制御装置関連事業 133名 12名減

樹 脂 関 連 事 業 34名 ５名増

合 計 382名 １名減

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 令 平 均 勤 続 年 数

208名 19名増 44.7才 18.0年

(9) 従業員の状況
① 企業集団の従業員の状況

(注) 上記従業員数には、嘱託・パートタイマ（109名）を含んでおりません。

② 当社の従業員の状況

(注) 上記従業員数には、嘱託・パートタイマ（89名）を含んでおりません。

借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 百 五 銀 行 745,018千円
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 724,085千円
株 式 会 社 名 古 屋 銀 行 304,176千円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 180,000千円

(10) 主要な借入先および借入額

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　当社は、2024年2月13日開催の取締役会において、当社の完全子会社である
東洋電機ファシリティーサービス株式会社と東洋板金製造株式会社を吸収合併す
ることを決議し、2024年4月1日付で吸収合併を実施いたしました。
　当社は、2024年８月７日開催の取締役会において、アドヴァンコーティング
株式会社の株式を取得し、連結子会社化することを決議し、2024年８月20日付
で連結子会社化を実施いたしました。
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(1) 発行可能株式総数 9,000,000株（普通株式）
(2) 発行済株式の総数 4,694,475株（自己株式488,843株を含む）
(3) 株　主　数 2,889名（前期末比191名増）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

有 限 会 社 城 西 430千株 10.23％

東 洋 電 機 取 引 先 持 株 会 345千株 8.20％

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 232千株 5.52％

株 式 会 社 百 五 銀 行 192千株 4.56％

東 洋 電 機 従 業 員 持 株 会 177千株 4.23％

松 尾 隆 徳 173千株 4.11％

松 尾 昇 光 156千株 3.72％

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 125千株 2.97％

三 浦 陽 子 111千株 2.65％

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 87千株 2.08％

区 分 株 式 数 交 付 対 象 者 数

取締役（監査等委員である取締役および
社外取締役を除く。） 19,558株 ３名

社外取締役（監査等委員である取締役を
除く。） － －

監査等委員である取締役 － －

２. 会社の株式に関する事項

(4) 大　株　主（上位10名）

（注）１. 当社は、自己株式を488,843株保有しておりますが、上記大株主からは除外してお
ります。

２. 持株比率は、自己株式（488,843株）を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
　当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。
　当社譲渡制限付株式19,558株
・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計
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(6) その他株式に関する重要な事項
　特記すべき事項はありません。

３. 会社の新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。

会社における地位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役 社長執行役員 松 尾 昇 光
ＳＤＧｓ推進室長
東洋樹脂株式会社 代表取締役社長
アドヴァンコーティング株式会社 代表取締役社長
南京華洋電気有限公司 董事

取締役 常務執行役員 井 澤 　 宏
事業部・海外関係会社担当
変圧器事業部長
アドヴァンコーティング株式会社 取締役
南京華洋電気有限公司 董事長

取締役 常務執行役員 加 賀 美 孝
本社管理部門・国内関係会社担当
東洋樹脂株式会社 取締役
アドヴァンコーティング株式会社 取締役
南京華洋電気有限公司 董事

取締役・監査等委員 加 藤 茂 男 南京華洋電気有限公司 監事

取締役・監査等委員 葛󠄁 谷 昌 浩 公認会計士
シンクレイヤ株式会社 社外取締役・監査等委員

取締役・監査等委員 井 上 　 誠 弁護士

４. 会社役員に関する事項
(1) 取締役の氏名等

（注）１. 監査等委員葛󠄁谷昌浩氏および井上誠氏は、社外取締役であります。
２. 監査等委員葛󠄁谷昌浩氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する

相当程度の知見を有するものであります。
３. 監査等委員井上誠氏は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を

有するものであります。
４. 監査等委員加藤茂男氏は当社内の事業部門で管理面全般の経験を有し、財務および

会計に関する相当程度の知見を有するため、常勤の監査等委員に選定しておりま
す。

５. 監査等委員葛󠄁谷昌浩氏および井上誠氏は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役
員として同取引所に届け出ております。
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(2) 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険
会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社役員等としての業務の
遂行に起因して、損害賠償請求がなされることによって会社役員等が被る経済的
損害を当該保険契約により補填することとしております。ただし、背信行為や犯
罪行為に起因する損害、意図的に違法行為を行った対象者自身の損害等は補償対
象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置
を講じております。当該保険契約の被保険者は、当社および一部の子会社の取締
役、監査役および執行役員等であります。なお、全ての被保険者について、その
保険料を当社が全額負担しております。当該保険契約は毎年９月４日に更新して
おり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

(4) 取締役の報酬等
イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は2021年２月10日開催の取締役会において、取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。以下、「取締役」という。）の個人別の報酬等の内容にかか
る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締
役の個人別の報酬等について、報酬等の内容が、取締役会で決議された決定方
針に沿うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
１. 基本方針

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブと
して十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の
報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし
ております。具体的には、社外取締役および監査等委員である取締役を除く
取締役の報酬額は、役位に基づく基本報酬、連結業績評価に基づく業績連動
報酬、譲渡制限付株式付与による非金銭報酬で構成するものとし、社外取締
役および監査等委員である取締役の報酬額は、役位に応じた基本報酬のみと
しております。

２. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等
を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位に応じて他社水
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前期が黒字の場合の「業績連動賞与」支給額
＝〔「基準額」×「連結売上高前期比」×0.5〕＋〔「基準額」×「連結経常利益前期比」×0.5〕
前期赤字から当期黒字転換した場合の「業績連動賞与」支給額
＝〔「基準額」×「連結売上高前期比」×0.5〕＋〔「基準額」×当期増益幅/前期減益幅×0.5〕
＝〔「基準額」×「連結売上高前期比」×0.5〕＋〔「基準額」×（当期連結経常利益-前期連結経常利益）

/（前期連結経常利益-前々期連結経常利益）の絶対値×0.5〕

準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決
定するものとしております。

３. 業績連動報酬ならびに非金銭報酬の内容および額または数の算定方法の決
定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含
む。）

　業績連動報酬は業績連動賞与とし、連結売上高および連結業績の評価に基
づき決定し、現金報酬として、一定の時期に支給することとしております。
当社の業績連動賞与に係る指標は、当社グループの連結業績の向上を目的と
して「連結売上高前期比」および「連結経常利益前期比」を用いて算定する
ものとしております。

（社外、監査等委員である取締役を除く取締役の「業績連動賞与」支給額算定式）

(注１) 基準額は月額報酬に基づき決定をする。
(注２) 前期比の上限は200％、下限は０％とする。

（ご参考）当事業年度の実績は基準額の93％となりました。
（「基準額」×「連結売上高前期比106％」×0.5）＋（「基準額」×「連結経常利益前期比80％」×0.5）

「連結売上高前期比」＝当期連結売上高9,348,394千円÷前期連結売上高8,829,133千円＝106％
「連結経常利益前期比」＝当期連結経常利益348,124千円÷前期連結経常利益434,794千円＝80％
　非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬とし、社外取締役および監査等委員で
ある取締役を除く取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン
ティブを与えることを目的として毎年、一定の時期に付与するものとしてお
ります。譲渡制限付株式報酬の対象期間（以下、「支給基準期間」という）
は、定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日までとしております。な
お、譲渡制限付株式報酬の支給時期および譲渡制限付株式の割当日は、当該
支給基準期間内で、取締役会の決議により決定するものとしております。
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対 象 者 社外取締役および監査等委員である取締役を除く取締役

株 式 報 酬 枠 年額20百万円以内

上 限 株 数 年26千株以内

譲 渡 制 限 期 間
当社または当社の子会社の取締役（監査等委員であるものを含
む）、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問ま
たは相談役、その他これに準ずる地位のいずれからも退任する
日までの期間

区　分
報酬等の

総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数

（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員で
あるものを除く。） 111,691 86,700 20,237 4,754 ３

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

23,850
（8,550）

23,850
（8,550）

－
（－）

－
（－）

３
（２）

合　計 135,541 110,550 20,237 4,754 ６

〔譲渡制限付株式報酬の概要〕

４. 金銭報酬の額、業績連動報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人
別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

　業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模
や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏ま
え、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とするものとして
おります。

５. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
　個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役 社長執行
役員松尾昇光がその具体的内容について委任を受けるものとしております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業
績を踏まえた賞与の評価配分としております。権限を委任した理由は、当社
全体の業績等を勘案しつつ、かつ、取締役の担当部門について評価を行うに
は、代表取締役社長執行役員が適していると判断したためであります。当該
手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会は
その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。なお、株式報酬
は、社外取締役および監査等委員である取締役を除く取締役の役位による基
本報酬に基づき決定するものとしております。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等
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区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社外取締役・
監査等委員 葛󠄁 谷 昌 浩

当事業年度に開催された取締役会18回のうち17回に
出席し、また監査等委員会14回のうち13回に出席
し、主に公認会計士としての専門的見地から質疑を行
い、適宜意見を表明し、当社業務執行に対する適切な
監督およびコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢
献しております。

社外取締役・
監査等委員 井 上 　 誠

当事業年度に開催された取締役会18回の全てに出席
し、また監査等委員会14回の全てに出席し、主に弁護
士としての専門的見地から質疑を行い、適宜意見を表
明し、当社業務執行に対する適切な監督およびコーポ
レート・ガバナンス体制の強化に貢献しております。

（注）１. 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬限度額は、2018年６月20日開催の
第79期定時株主総会におきまして、年額２億円以内（ただし、使用人分給与は含ま
ない。）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等
委員であるものを除く。）の員数は５名です。

２. 取締役・監査等委員の報酬限度額は、2018年６月20日開催の第79期定時株主総会
におきまして、年額３千５百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総
会終結時点の取締役・監査等委員の員数は３名（うち社外取締役は２名）です。

３. 取締役（監査等委員であるものを除く。）の支給額には、譲渡制限付株式の付与に
よる報酬額4,754千円を含んでおります。

４. 譲渡制限付株式の付与による報酬は、2018年６月20日開催の第79期定時株主総会
におきまして、年額２千万円以内、株式数の上限を年26,000株以内と決議いただい
ております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員であるものを除
く。）の員数は５名です。

(5) 社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係

イ. 社外取締役・監査等委員の葛󠄁谷昌浩氏は、公認会計士葛󠄁谷昌浩事務所の所
長であり、またシンクレイヤ株式会社の社外取締役・監査等委員でありま
す。なお、当社と兼職先との間には、特別な関係はありません。

ロ. 社外取締役・監査等委員の井上誠氏は、外堀通り法律事務所の弁護士であ
ります。なお、当社と兼職先との間には、特別な関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
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５. 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(2) 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

(3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額

21,000千円
② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

21,000千円
（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約におきまして、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、上記の金額にはこ
れらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監
査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果、会計監査人の報
酬等の額については同意を行っております。

(4) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当
すると認められる場合は、監査等委員の全員の同意に基づき、会計監査人を解任
いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判
断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出
する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

(6) 子会社の監査の状況
　当社の在外子会社である南京華洋電気有限公司、Thai Toyo Electric Co.,Ltd.
は、当社の会計監査人以外の監査を受けております。

 
(注) 本事業報告の記載金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連　結　貸　借　対　照　表

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形、売掛金及び契約資産
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
土 地
そ の 他
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
土 地 使 用 権
そ の 他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
退職給付に係る資産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

　

7,510,558
2,455,769
2,321,277
1,255,942
255,873
554,615
621,808
45,622
△351

3,304,206
2,219,304
702,312
129,176
1,172,497
200,798
14,520
268,737
204,763
63,974
816,163
486,070
111,032
13,575
205,785
△300

　

流 動 負 債 2,881,951
支払手形及び買掛金 458,590
電 子 記 録 債 務 422,809
短 期 借 入 金 1,345,756
未 払 法 人 税 等 36,559
未 払 消 費 税 等 91,986
賞 与 引 当 金 201,623
製 品 補 償 引 当 金 7,797
そ の 他 316,828

固 定 負 債 1,587,268
長 期 借 入 金 734,535
リ ー ス 債 務 125,425
長 期 未 払 金 109,141
役員退職慰労引当金 8,554
退職給付に係る負債 508,001
資 産 除 去 債 務 101,503
そ の 他 106

負 債 合 計 4,469,220
純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,666,238
資 本 金 1,037,085
資 本 剰 余 金 879,377
利 益 剰 余 金 4,052,920
自 己 株 式 △303,144

その他の包括利益累計額 543,454
その他有価証券評価差額金 175,139
為替換算調整勘定 368,314

非 支 配 株 主 持 分 135,852
純 資 産 合 計 6,345,544

資 産 合 計 10,814,765 負 債及び純資産合計 10,814,765

（2025年３月31日現在）
（単位：千円）

(注) 記載金額は、表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。
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連　結　損　益　計　算　書

(2024年４月  1日から
2025年３月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 9,348,394
売 上 原 価 6,942,415

売 上 総 利 益 2,405,979
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,113,356

営 業 利 益 292,622
営 業 外 収 益

受 取 利 息 4,467
受 取 配 当 金 54,566
受 取 賃 貸 料 7,705
助 成 金 収 入 1,662
そ の 他 29,452 97,854

営 業 外 費 用
支 払 利 息 21,714
為 替 差 損 8,350
不 動 産 賃 貸 原 価 11,631
そ の 他 656 42,352
経 常 利 益 348,124

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 476 476

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 2,358 2,358

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 346,242
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 62,118
法 人 税 等 調 整 額 3,714 65,832
当 期 純 利 益 280,410
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 △1,477
親会社株主に帰属する当期純利益 281,887

（単位：千円）

(注) 記載金額は、表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。
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連結包括利益計算書

(2024年４月  1日から
2025年３月31日まで)

科 目 金 額
当 期 純 利 益 280,410
そ の 他 の 包 括 利 益 ：

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 △7,401
為 替 換 算 調 整 勘 定 105,090
そ の 他 の 包 括 利 益 合 計 97,689

包 括 利 益 378,099
（内　訳）

親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益 369,350
非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益 8,749

≪参考≫

（単位：千円）
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貸　借　対　照　表

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ ェ ア
電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
保 険 積 立 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

6,200,787
1,566,359
85,542

1,224,899
1,974,740
204,817
541,365
478,215
24,235
70,740
30,221
△351

3,104,976
1,444,927
406,478
14,194
30,018

0
21,392
846,743
111,580
14,520
9,215
267
4,208
4,739

1,650,833
486,070
606,192
18,670
276,121
65,249
78,124
89,794
17,087
13,821
△300　

流 動 負 債 2,465,698
支 払 手 形 4,477
電 子 記 録 債 務 422,809
買 掛 金 263,841
短 期 借 入 金 970,000
１年以内返済予定長期借入金 266,748
リ ー ス 債 務 23,884
未 払 金 94,985
未 払 費 用 101,488
未 払 法 人 税 等 28,185
未 払 消 費 税 等 88,513
契 約 負 債 1,094
預 り 金 11,797
賞 与 引 当 金 187,421
設備関係電子記録債務 451

固 定 負 債 1,299,711
長 期 借 入 金 636,559
長 期 未 払 金 47,747
リ ー ス 債 務 98,229
退 職 給 付 引 当 金 462,910
資 産 除 去 債 務 54,158
そ の 他 106
負 債 合 計 3,765,410
純 資 産 の 部
株 主 資 本 5,365,213
資 本 金 1,037,085
資 本 剰 余 金 879,377
資 本 準 備 金 857,265
そ の 他 資 本 剰 余 金 22,111
利 益 剰 余 金 3,751,895
利 益 準 備 金 259,271
そ の 他 利 益 剰 余 金 3,492,624
別 途 積 立 金 1,683,350
繰 越 利 益 剰 余 金 1,809,274

自 己 株 式 △303,144
評 価 ・ 換 算 差 額 等 175,139
その他有価証券評価差額金 175,139

純 資 産 合 計 5,540,353

資 産 合 計 9,305,763 負 債 及 び 純 資 産 合 計 9,305,763

（2025年３月31日現在）
（単位：千円）

(注) 記載金額は、表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(2024年４月  1日から
2025年３月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 7,714,715
売 上 原 価 5,809,827

売 上 総 利 益 1,904,887
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,637,594

営 業 利 益 267,293
営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,137
受 取 配 当 金 76,517
受 取 賃 貸 料 9,626
事 務 受 託 料 10,095
そ の 他 26,970 124,346

営 業 外 費 用
支 払 利 息 20,317
不 動 産 賃 貸 原 価 12,350
そ の 他 236 32,904
経 常 利 益 358,734

特 別 利 益
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 157,426 157,426

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 432 432
税 引 前 当 期 純 利 益 515,728
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 51,630
法 人 税 等 調 整 額 △4,504 47,126
当 期 純 利 益 468,602

（単位：千円）

(注) 記載金額は、表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 松 岡 和 雄
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 谷 光 尋

独立監査人の監査報告書
2025年５月１４日

東洋電機株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
名　古　屋　事　務　所

　監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、東洋電機株式会社の２０２４年

４月１日から２０２５年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、東洋電機株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報
告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過
程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の
記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

－ 33 －



連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又
は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の
表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する
十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査
人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、
単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽
減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。

以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 松 岡 和 雄
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 谷 光 尋

独立監査人の監査報告書
2025年５月１４日

東洋電機株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
名古屋事務所

　監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、東洋電機株式会社の２０
２４年４月１日から２０２５年３月３１日までの第８６期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以
下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報
告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程
において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。

会計監査人の監査報告書
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽
減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第86期事業
年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果
につき以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項
に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内
部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況
について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとと
もに、下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制
部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務
の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁
書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調
査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等
と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を
受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを
監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職
務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審
議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計
算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及
びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告書
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２. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正
しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反す
る重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めま
す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締
役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ
ると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ
ると認めます。

常勤監査等委員 加 藤 茂 男 ㊞
監 査 等 委 員 葛󠄁 谷 昌 浩 ㊞
監 査 等 委 員 井 上 　 誠 ㊞

2025年５月15日
東 洋 電 機 株 式 会 社 　 監 査 等 委 員 会

(注) 監査等委員葛󠄁谷昌浩及び井上誠は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定
する社外取締役であります。

以　上
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会場 愛知県春日井市味美町二丁目156番地
当社本社２階会議室
電話（0568）31-4191（代表）

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出くださいますようお願い申し上げます。
　株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産はご用意しておりません。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
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交通のご案内
・当日は、次のとおり送迎バスを運行いたしますのでご利用ください。

《往路》ＪＲ中央線「勝川駅」南口から当社春日井工場
①午前８時50分発　　②午前９時30分発

《復路》当社春日井工場からＪＲ中央線「勝川駅」南口
株主総会終了時、開発状況及び製品説明会終了時

・春日井ＩＣから国道19号を名古屋方面へ進み、「大和通２丁目」交差点を右折し
約５分。
勝川ＩＣ上り出口から国道302号「追進町３丁目」交差点を左折、県道59号を
犬山方面へ進み、「美濃町」交差点を右折し約１分。
・ＪＲ中央線「勝川駅」から名古屋空港方面へタクシーで約10分。
・ＪＲ中央線「勝川駅」から徒歩約30分。
・名鉄小牧線「味美駅」から徒歩約10分。
・お車の方は当社構内の駐車場をご利用ください。


